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○ 過去の平均的な収入より当年産の収入が下がった場合、収入減少額の９
割が補てんされます。

○ 補てんによって収入がほぼ回復します。

○ 積立金は掛け捨てではないので決して損をすることはありません。

○ 補てん額は、対象品目である米、麦、大豆のそれぞれの過去の平均収入
と当年の収入との差額を合算・相殺し算定されます。

国の交付金
(積立金の３倍)

水田経営所得安定対策水田経営所得安定対策
（収入減少影響（収入減少影響緩和交付金緩和交付金））
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４５万円減収した場合

補てん総額補てん総額
４０万円４０万円

減収額の減収額の
約９割約９割

３０万円

１０万円

例えば、１０万円を積み立てて、収入が下がったら例えば、１０万円を積み立てて、収入が下がったら
最高４０万円受け取ることができます！最高４０万円受け取ることができます！((下図参照）下図参照）

＊補てん額は、当年産の実単収が平年単収の９割を下回った場合、農業災害補償制度が発動したものとみなし、
共済金相当額が控除されます。

加入時期
4/1～6/30

加入者の積立金

国の交付金
(積立金の３倍)



※補てんが行われなかった積立金は、翌年以降の収入減少に備えた積立てとなります。

補てん額  ＝　品目ごとの「収入増減額×生産面積」の合計　×　９割

○○県当年産収入 ○○県標準的収入
Ａさんの当年産販売
・出荷数量

○○県当年産実単収

（参考）　補てん額の算定内容

下記＜１＞の金額と
なります。

下記＜２＞の面積と
なります。

収入減少影響緩和交付金のモデル試算例

生産者の積立額  ＝　品目ごとの「標準的収入額×生産予定面積」の合計×１０％×９割×１／４

＜１＞○○県地域の品目ごとの
           １０ａ当たり収入増減の計算

＜２＞　Ａさんの品目ごとの生産面積
          　     （販売・出荷数量から面積換算）

１　昨年Ａさんが積み立てた額

２　Ａさんの補てん額

○○県標準的収入 Aさん生産予定面積

本対策については、九州農政局ホームページ（http://www.maff.go.jp/kyusyu/）でもご覧になれます。

積立額

米 140,000 円/10a × 4 ha ＝ 5,600,000 円

小麦 13,000 円/10a × 2 ha ＝ 260,000 円 6,320,000 円 ×10％×９割×1/4

大豆 23,000 円/10a × 2 ha ＝ 460,000 円 142,200 円積立額

国からの交付金： 378,000 円

補てん額 積立金の返納額： 126,000 円

米 ▲ 14,000 円/10a × 4 ha ＝ ▲ 560,000 円

小麦 2,000 円/10a × 2 ha ＝ 40,000 円 ▲ 560,000 円 ×９割

大豆 ▲ 2,000 円/10a × 2 ha ＝ ▲ 40,000 円 504,000 円補てん額

米 ・・・ 126,000 円/10a － 140,000 円/10a ＝ ▲ 14,000 円/10a

小麦 ・・・ 15,000 円/10a － 13,000 円/10a ＝ 2,000 円/10a

大豆 ・・・ 21,000 円/10a － 23,000 円/10a ＝ ▲ 2,000 円/10a

米 ・・・ 21,000 kg ÷ 525 kg/10a ＝ 4 ha

小麦 ・・・ 7,600 kg ÷ 380 kg/10a ＝ 2 ha

大豆 ・・・ 3,600 kg ÷ 180 kg/10a ＝ 2 ha

 【問い合わせ先】
 ・九州農政局生産経営流通部担い手育成課 熊本市二の丸１番２号 電話　０９６-３５３-７６２８

 ・九州農政局消費・安全部地域第一課 熊本市八王寺町１－２０ 電話　０９６-３７８-３１７６

 管轄：熊本市・宇土市・宇城市・城南町・富合町・美里町・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町

 ・九州農政局消費・安全部地域第二課 八代市日置町字京塚１７１－１ 電話　０９６５-３５-７３１１

 管轄：八代市・氷川町・天草市・上天草市・苓北町

 ・九州農政局消費・安全部地域第三課 人吉市西間下町字一本杉１６０－２ 電話　０９６６-２２-５１４４

 管轄：人吉市・錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町・水俣市・芦北町・津奈木町

 ・九州農政局消費・安全部地域第四課 菊池市片角字西原３０２－３ 電話　０９６８-２５-２１３７

 管轄：荒尾市・玉名市・玉東町・和水町・南関町・長洲町・山鹿市・植木町・菊池市・合志市・大津町・菊陽町・阿蘇市・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村
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